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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料
令和６年１０月１７日 

件 名 アレフ（オウム真理教）対策について

所管部課名 危機管理部 危機管理課 

内 容 

アレフ（オウム真理教）対策について、以下のとおり報告する。

１ 公安調査庁による団体規制法見直しに当たっての区長ヒアリングにつ

いて 

（１）日 時

令和６年８月２７日（火）

（２）場 所

公安調査庁

（３）内 容

ア 公安調査庁が団体規制法の見直しに当たり、有識者として区長の意

見を聴取 

イ 区長から、団体規制法を存続し、更なる規制の強化を求める意見を

陳述 

ウ 施設周辺住民の不安感の速やかな除去、「聖地化」回避のための国

による麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚の遺骨等管理の継続を依頼 

２ 足立入谷地域オウム真理教（アレフ）対策住民協議会の活動 

（１）あだち区民まつり「Ａ－Ｆｅｓｔａ２０２４」への出展

ア 日 時 令和６年１０月１２日（土）、１３日（日）

イ 場 所 荒川河川敷「虹の広場」

ウ 内 容 住民協議会活動のＰＲ、募金活動

（２）第３１回抗議行動（予定）

ア 日 時 令和６年１１月９日（土）午後１時３０分

イ 場 所 入谷八丁目公園（集合）

ウ 内 容 入谷八丁目公園から舎人一号公園までのデモ行進（約

８００ｍ）、抗議文の読み上げ及び投函 

３ 反社会的団体の規制に関する条例に基づく【第３次】過料処分取消請

求控訴事件第１回口頭弁論について 

（１）日 時 令和６年１２月１７日（火）午後３時００分（予定）

（２）場 所 東京高等裁判所

４ 公安審査委員会によるアレフに対する再発防止処分の決定について 

（公安調査庁発表資料より）    

（１）決定日

令和６年９月２日（月）
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(２) 処分の内容

ア アレフが所有又は管理する特定の土地又は建物（専ら居住の用に

供しているものを除く。）の全部又は一部の使用を禁止する処分 

使用制限施設 

全部禁止施設 

【４施設】 
水戸、八潮伊勢野、野田、徳島 

一部禁止施設 

【１２施設】 

足立入谷、札幌、札幌白石、八潮大瀬、北越谷、西萩、 

横浜、名古屋、甲賀信楽、京都、生野、福岡 

※ 八潮大瀬施設の使用禁止場所を拡張

前回に引き続き足立入谷施設が一部使用禁止の対象施設となっ

ている。なお、保木間施設、新保木間施設は使用禁止処分の対象施

設に含まれない。 

イ 金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止する処分

（３）処分期間

令和６年９月２１日から令和７年３月２０日までの６か月間

※ 再発防止処分の決定は４回目

（４）決定までの経緯

令和６年７月２２日 公安調査庁が公安審査委員会にアレフに対す

る再発防止処分を請求 

令和６年９月 ２日 公安審査委員会がアレフに対する再発防止処 

分を決定 

参考 

これまでの再発防止処分の期間 

１回目 令和５年３月２１日～令和５年９月２０日 

  ２回目 令和５年９月２１日～令和６年３月２０日 

  ３回目 令和６年３月２１日～令和６年９月２０日 
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料
令和６年１０月１７日 

件 名 
災害用備蓄包括管理事業委託の公募型プロポーザルによる事業者の

特定結果について 

所管部課名 危機管理部 総合防災対策室 災害対策課 

内 容 

災害用備蓄包括管理事業プロポーザル選定委員会におけるプロポー

ザル方式による審査の結果、以下の事業者を契約の相手方として特定し

たので報告する。 

１ 業務名 

  災害用備蓄包括管理事業 

２ 業務目的、内容 

  備蓄物資の購入及び立ち合い、備蓄物資輸送、拠点災害備蓄倉庫や

区内避難所備蓄倉庫などの管理業務の実施を一体化し、同一事業者が

業務を一貫して行う体制を整備する包括管理を行い、平時・有事問わ

ず、対象業務にかかる確実性と迅速性を追求し、実施水準向上、業務

効率化等を図る。 

３ 特定した相手方 

（１）事業者名 災害用備蓄包括管理事業共同企業

代表企業 佐川急便株式会社 

（代表取締役社長 本村 正秀） 

（２）所在地  京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地 

４ 申込事業者数 

５事業者 

５ 提案価格 

３６４，１５０，３９２円（税込） 

６ 業務期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

※ 履行状況が良好な場合に限り、最長４回まで（令和１２年３月３

１日まで）契約を更新することができる。

７ 特筆すべき提案概要、評価した理由・ポイント 

（１）平時には、物資の調達から輸送、施設の維持管理、システムを用

いた備蓄物品の台帳管理、タブレットを活用した現地作業により、

リアルタイムに最新在庫の確認を行うなど、専門事業者による一括

した対応が可能である。

（２）有事には、２４時間３６５日体制かつ、足立区が被災した場合に

は都内や全国の拠点の支援を活用する等、複層的な連絡・支援体制

を構築している。 
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８ 特定までの経緯 

（１）公募期間 令和６年５月２３日から令和６年６月１９日まで

（２）選定委員会

ア 委員会開催状況

実施回 開 催 日 内 容 審査事業者数 

第１回 令和 6年 5月 17日 
選定方法や評価

項目等の確認 
－ 

第２回 令和 6年 8月 9日 

第一次選考（提案

書 提 出 者 の 選

定：書類審査） 

５事業者 

第３回 令和 6年 9月 10日 

第二次選考（事業

者の特定：プレゼ

ンテーション、ヒ

アリング）

５事業者 

イ 委員構成（計７名）

種 別 氏 名 役 職 等 

学識経験者 

(有識者含む) 

中林 一樹 

【委員長】 

東京都立大学名誉教授 

区防災会議委員 

定野 司 
文教大学客員教授 

区防災アドバイザー 

廣井 悠 

東京大学先端科学技術センター教授 

首都直下地震対策検討ワーキンググ

ループ委員

区 民 

片野 和恵 
女性団体連合会会長 

防災士 

齋藤 祐子 
民生・児童委員協議会 

防災士 

区職員 
工藤 信 副区長 

松野 美幸 総務部長 

ウ 審査項目及び審査結果

別紙資料「災害用備蓄包括管理事業プロポーザル提案書提出者

選定結果（第一次）及び提案書特定結果（第二次）」のとおり 

９ その他 
（１）令和７年３月３１日までに契約を締結する。

（２）本委託契約は、毎年３，０００万円以上の物品購入を含む契約と 

なるため、毎年債務負担契約を計上し、各年の第１回定例会で議決 

に付す。 
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【別紙】
災害用備蓄包括管理事業プロポーザル提案書提出者選定結果（第一次）及び提案書特定結果（第二次）

（１）提案書提出者を選定するための評価結果（第一次）

Ａ者 Ｂ者 Ｃ者
災害用備蓄

包括管理事業
共同企業

Ｅ者

換算点
(700点中)

換算点
(700点中)

換算点
(700点中)

換算点
(700点中)

換算点
(700点中)

1 経営状況 経営基盤及び経営状況の健全性
財務諸表（決算、貸借対照表、損益計算書等）の分析（税理士による
診断結果）

140 112 112 112 140 112

2 専任性 当該業務に専念できる時間が十分にあるか 業務従事予定者の手持ち業務量 105 96 87 99 96 78

3 瑕疵担保力 瑕疵に対する責任をとれるか 賠償責任保険の加入の有無 70 42 70 70 70 70

4
業務執行技術力
【総合評価項目】

業務遂行のための知識・経験を有しているか 災害対策分野、各種行政分野の受託実績とその内容 70 64 56 68 66 48

5

業務執行技術力
【評価項目①】
≪物品購入業務に
おける調達力≫

区が求める物資を確実に調達するための調達力
を有しているか

参加表明書の５（１）ＮＯ．１の質問事項の回答欄内項目①～
⑤に記載の取扱業者数が３社未満である回答の項目数

35 35 7 35 35 35

6

業務執行技術力
【評価項目②】
≪物資輸送業務に
おける知識・経験≫

物資輸送業務において適切かつ迅速に対応でき
るノウハウを有しているか

参加表明書の５（１）ＮＯ．２の質問事項における回答内容 35 21 7 35 35 35

7
業務遂行力
【総合評価項目】

業務の実施体制は妥当か
仕様書記載の業務について、作業人員や実施方法が具体的かつ
明確か

70 58 40 68 46 62

8

業務遂行力
【評価項目①】
≪物資輸送業務に
おける体制≫

物資の輸送容量についての配備状況及び能力は
どの程度有しているか

参加表明書の５（１）ＮＯ．３の質問事項における回答内容 35 35 14 35 35 35

9

業務遂行力
【評価項目②】
≪リスクに対するマネ
ジメント体制≫

依頼された業務に対する適切な業務完了を担保
する危機管理のノウハウを有しているか

参加表明書の５（１）ＮＯ．４の質問事項における回答内容 35 27 20 34 27 25

10 企業の方針
国・都・区の災害対策施策への理解度、業務に
対する意欲・能力、情報セキュリティ

提出資料等 105 81 63 105 99 48

11 - - - - -

571.0 476.0 661.0 649.0 548.0

選定 選定 選定 選定 選定評　　価　　結　　果

備　　考

総　　　合　　　計

評　価　項　目 評　　　価　　　内　 　容 配　　　点

区内本店事業者

NO.

区内に本店のある事業者に上記評価項目の合計点の１０％を加点する。

指　 　標
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【別紙】
（２）提案書を特定するための評価結果（第二次）

Ａ者 Ｂ者 Ｃ者
災害用備蓄

包括管理事業
共同企業

Ｅ者

換算点
(700点中)

換算点
(700点中)

換算点
(700点中)

換算点
(700点中)

換算点
(700点中)

1 業務の理解度 業務内容の理解度は十分か 業務実施方針 42 34.8 36 34.8 38.4 32.4

2
スケジュール調整及び進行管理の仕組みが整っ
ているか

提案書において各業務のスケジュールが示され、その進行を管
理する仕組みができているか

28 19.2 23.2 21.6 20.8 20

3
役割分担が明確で、連絡調整の仕組みが整って
いるか

役割分担が明確になっており、業務実施体制が適確か 28 20 22.4 21.6 22.4 20

4
区の課題に対する現
状分析と理解度

区の課題に対する現状分析や、解決のための取
組みについて、足立区の地域特性に応じた内容
か

現状分析、足立区の地域特性の理解度 42 31.2 31.2 36 38.4 32.4

5
備蓄倉庫の実状に応じた最適なレイアウトとそ
の実現方法

提案内容の妥当性及び具体性 70 52 58 52 56 54

6
システム管理、台帳管理方法が適切か
提案内容は、具体的で独創的かつ実現可能か

提案内容の妥当性及び具体性 70 52 56 54 58 54

7
業務における課題抽出および改善提案方法は具
体的で独創的かつ実現可能か

提案内容の妥当性及び具体性 70 46 52 52 56 44

8
事業実施における区内事業者の活用について考
慮されているか

提案内容の妥当性及び具体性 35 28 30 23 23 19

9
災害時における国や都からの支援物資輸送方法
は具体的で独創的かつ実現可能か

提案内容の妥当性及び具体性 105 78 72 87 81 78

10 コスト コストは妥当か
提案見積価格（提案内容に見合った金額になっているか。価格
別評価表による）

42 25.2 25.2 16.8 25.2 25.2

11 説明力
説明に説得力があるか
論理的か
説明がわかりやすく、質疑応答が的確か

28 22.4 20.8 22.4 22.4 22.4

12 資料作成能力
（図・表を含め）提案書がわかりやすいか
誤字・脱字の有無

28 21.6 22.4 16.8 23.2 20.8

13 28 28 5.6 28 28 28

14 28 16.8 5.6 28 28 28

15 28 28 11.2 28 28 28

16 28 21.84 16.24 27.44 21.84 20.16

525.04 487.84 549.44 570.64 526.36

0% 0% 3% 3% 0%

2% 3% 2% 3% 3%

535.5 502.5 576.9 604.9 542.2

非特定 非特定 非特定 特定 非特定

区内経済活性化の視点から区内業者への配慮を行うために、次のとおり加点を行う。
・区内に本店があり、対象業務区域が区内である場合 +5％
・区内に本店があり、対象業務区域が区外である場合 +4％
・区内に支店があり、対象業務区域が区内である場合 +3％
・区内に支店があり、対象業務区域が区外である場合 +2％

ヒアリング内容（プレゼンテーション等）
プレゼン等における説明能力や業務への意欲、論理性、資料の
正確性や作成能力等について

評　　価　　結　　果
総　　　合　　　計

社会的貢献度・地域貢献度の視点から、次のとおり加点を行う。
・ISO14001、ワーク・ライフ・バランス認定、災害協定、暴力団等反社会的勢力排除宣言および本プロポーザル選定委員会がこれらに準じる程度の社会的・地域
的な貢献活動と認めるもののうち３つ以上ある場合　　　　 +3％
・ISO14001、ワーク・ライフ・バランス認定、災害協定、暴力団等反社会的勢力排除宣言および本プロポーザル選定委員会がこれらに準じる程度の社会的・地域
的な貢献活動と認めるもののうち２つある場合 +2％
・ISO14001、ワーク・ライフ・バランス認定、災害協定、暴力団等反社会的勢力排除宣言および本プロポーザル選定委員会がこれらに準じる程度の社会的・地域
的な貢献活動と認めるもののうち１つある場合　　　　　　 +1％

管理体制

提案内容の的確性

業務遂行力【評価項目②】

合 計

業務執行技術力【評価項目①】

業務執行技術力【評価項目②】

業務遂行力【評価項目①】

備考NO. 評　価　項　目 評　　　価　　　内　 　容 指　 　標 配　　　点
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

  令和６年１０月１７日 

件  名 防災センター機器更新について 

所管部課名 危機管理部 総合防災対策室 災害対策課 

内  容 

防災センター機器更新にあたり、現在の進捗状況と今後の方針に

ついて次のとおり報告する。 

１ 防災センターの更新について 

現状の課題 更 新 後 

ハード面

① 設備の老朽化によ

り故障した場合の

交換部品調達が不

可

② 操作性が悪く、習

熟までに時間を要

する

③ 機器の接続や消費

電力等の効率性が

悪い

直感的かつ効果的に

運用できる機器への

更新（大型映像表示装

置等） 

レイアウト面

① 他自治体や関係機

関からの応援人員

の受援体制が整っ

ていない

② 平時は打合せ等に

利用しており、発

災後に設営を行う

ため迅速性に欠け

る

① 会議室を撤去す

ることで、受援

者用の活動スペ

ースを確保する

② 初期位置を常時

災害対応可能と

なるよう固定化

し迅速性を高め

る

２ 進捗および方針について 

（１）昨年度までの進捗

ア 専門家への相談が不可欠なため、設計委託業者と契約を締

結し、レイアウト再構築を行った。 

イ レイアウト再構築にあたり、先進自治体・消防等の関係機

関の防災センターを視察し、更新計画の参考とした。
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（２）今年度の進捗及び方針

ア 他区で防災センターの設計を行った４業者に施工スケジュ

ール等について確認を行った。 

イ 業者の選定や仕様書の作りこみ等に専門家への相談が不可

欠なため、昨年同様、設計委託業者と契約を締結した。 

ウ さらに設計委託業者とともに４業者と設計内容・導入機

器・施工スケジュール等のヒアリングを実施し、来年度契約 

するための仕様書の細部を詰めていく。 

（３）来年度の方針

落札業者と綿密な打合せを実施し、防災センターの機器が停

止する期間が発生しないようスケジュールを策定する。 

今後のスケジュール（案） 

令和６年９月 他自治体視察（中野区） 

令和６年１０月 

～令和７年３月 

計画策定作業  

※ 随時、区長や議会に報告

令和７年５月 

～令和８年３月 

詳細設計・更新作業 

参考 【防災センター機器一覧】 

① 水位系システム

【Ｒ４更新済】

水害時の河川水位監視及び気象

情報収集 

② 地震系システム

【Ｒ６更新予定】

震度報告（庁内） 

緊急地震速報受信機 

③ 映像系システム※

防災センター設備※

災害対策本部及び情報収集指令

室のモニター管理 

定点カメラシステム 帰宅困難者対策での人流確認 

④ デジタルサイネージ 帰宅困難者対策での表示案内 

⑤ 固定系無線

【Ｒ２更新済】

災害時屋外拡声放送 

  移動系無線 

（デジタル移動通信シ 

ステム）

災害時、情報収集指令室と各施

設の無線連絡 

※ 表内の項目③の「※」のシステム及び設備更新は、令和７

年度の防災センター機器更新にて実施予定。 
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災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和６年１０月１７日 

件  名 ＩＰＤＣの進捗について（防災行政無線聞こえ対策） 

所管部課名 危機管理部 総合防災対策室 災害対策課 

内  容 

１ ＩＰＤＣ技術について 

地上デジタル放送波を利用し、戸別受信機（※）へのデータ送信がで 

きる情報伝達技術である。区から提供したい情報を通信事業者（東京Ｍ 

Ｘ）へ送り、通信事業者が地上デジタル放送波を用い、戸別受信機へ情 

報伝達する。情報が入れば、自動でテレビ画面に情報が表示される。 

※ 戸別受信機とは、防災行政無線の電波を受信し、家の中でも放送を

聞くことができる受信機。 

メリット テレビがあれば接続可能なため導入の敷居が低い。音声だ

けでなくテレビ画面に文字も表示されるため聴覚障がい

者にも伝達可能。 

２ 東京ＭＸとの進捗について 

（１）打合せについて

令和６年７月１７日に東京ＭＸが来庁し、進捗報告を受けた。

（２）戸別受信機について

令和６年中に受信機の仕様を確定させる。端末の代金は約３万円を想

定。 

（３）試験運用について

令和７年度に東京ＭＸで試作機を製作する。令和８年度の正式運用に

備え、防災行政無線と同様に、区の放送地区を割り振り、問題なく作動 

するかの確認を実施する（試験機は３０台程度を想定）。 
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（４）想定スケジュール（案）

令和６年中 受信機の仕様決定・試験運用の見積書提出 

契約方法の決定 

令和７年１月 テスト放送の実施

令和７年８月 試験機を導入 

令和８年度中 正式運用開始 

３ 今後について 

東京ＭＸと密に連絡を取り、試験運用の方法や区民への配布等につい 

て、区の要望を伝える。 

11



災害・オウム対策調査特別委員会報告資料 

令和６年１０月１７日 

件   名 
令和６年度あだち防災リーダー「意見交換会」及び「認定講習会」の実施結果

について 

所管部課名 危機管理部 総合防災対策室 災害対策課、防災対策担当課 

内   容 

１ 意見交換会について 

（１）日 時 

令和６年８月３日（土）午後２時００分から３時３０分まで 

（２）場 所 

足立区役所１２階１２０５Ａ会議室 

（３）対象者 

あだち防災リーダー申込者 ３１名（男性２２名、女性９名） 

（４）参加者数 

２５名（男性１９名、女性６名） 

  ＜参加者 年齢構成＞ 

（５）内 容 

ア 足立区の水害対策について

イ コミュニティタイムライン（ＣＴＬ）について

ウ 各班意見交換（１班約５名×５班）

エ 各班意見発表

（６）意見交換会内容 

テーマ：「あだち防災リーダーの今後の活動内容について」 

ア 令和６年度の活動（他地域への入り方等）について

イ 令和７年度に向けた活動内容（震災対策等）拡充について

（７）主な意見 

ア まずはＣＴＬ策定済地区のニーズを把握するなど、情報収集が必要。

イ ＣＴＬ策定済地区で既に活動している防災士との連携が重要。
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ウ 将来的には、あだち防災リーダーが地域の防災講演会の講師として登壇

する等の活動をしてもらうのも良いのではないか。 

（８）会場の様子 

２ 認定講習会について 

（１）日 時 

令和６年１０月５日（土）午後１時００分から５時００分まで 

（２）場 所 

足立区役所２階庁舎ホール 

（３）対象者 

あだち防災リーダー申込者 ３１名（男性２２名、女性９名） 

（４）参加者数 

１８名（男性１４名、女性４名） 

＜参加者 年齢構成＞ 

（５）認定講習会欠席者（１３名）の取扱い 

認定講習会の録画映像を視聴いただき、視聴確認申出書を徴取のうえ、あ

だち防災リーダーとして認定する。 

（６）内 容 

ア 河川に関する基礎知識

講師：荒川下流河川事務所
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① 荒川の概要

② 川の流れについて

③ 排水機場の役割 等

イ あだち防災リーダーについて

講師：工藤副区長

① あだち防災リーダーの役割

② 平常時にリーダーが行う行動

③ 避難行動要支援者への対応

ウ コミュニティタイムライン（ＣＴＬ）についての説明及び作成演習

講師：環境防災総合政策研究機構（ＣｅＭＩ）

① ＣＴＬの基礎知識と事例紹介

② ＣＴＬ作成演習

エ 認定式

（７）会場の様子 

（８）認定・登録有効期限 

登録期間は、原則１年間とし、更新にあたっては活動実績を確認するとと

もに、定期的に知識向上を図る機会を設け、受講していただく。また、次に

掲げる場合は、個別の状況を判断した上で、区はその登録を取り消すことが

できる。 

ア 登録者の事情により辞退の申し出があったとき。

イ 連絡不能となり１年以上経過したとき。

ウ 認定・登録要件の活動内容、回数を正当な理由なく行わなかったとき。 

エ リーダーとして不適格と認められる事実が発生したとき。

（９）更新のルール 

 ＣＴＬに関する普及啓発活動（年２回）、訓練（年１回）を企画・運営し、 

区が、あだち防災リーダーから提出された年間活動実績報告書を確認後、更 

  新とする。 

３ 今後について 

  区の支援のもと、あだち防災リーダーと地域での顔合わせを行い、活動開始

となる予定である。 
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